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(57)【要約】
　本発明の実施例は信号再送装置、方法及び通信システ
ムを提供する。前記方法は、信号を最初に送信するリソ
ースと、周波数ホッピングパターンとに基づいて、前記
信号を再送するリソースを確定し、そして、確定したリ
ソースに基づいて、第二ユーザ装置に前記信号を再送す
ることを含む。本発明の実施例により、ユーザ装置間の
干渉をできるだけランダム化することができるのみなら
ず、受信側ユーザ装置のブラインド検出の複雑度をでき
るだけ低減することもできる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第一ユーザ装置に構成される信号再送装置であって、
　信号を最初に送信するリソースと、周波数ホッピングパターンとに基づいて、前記信号
を再送するリソースを確定するためのリソース確定ユニット；及び
　確定された前記リソースに基づいて、第二ユーザ装置に前記信号を再送するための信号
送信ユニットを含む、装置。
【請求項２】
　請求項1に記載の装置であって、
　異なるモードを採用してD2D通信を行う複数の前記第一ユーザ装置について、前記周波
数ホッピングパターンは異なり；又は
　異なる類型を採用してD2Dディスカバリーを行う複数の前記第一ユーザ装置について、
前記周波数ホッピングパターンは異なる、装置。
【請求項３】
　請求項1に記載の装置であって、
　前記周波数ホッピングパターンは、前記信号を最初に送信するリソースの位置情報、前
記信号を送信するユーザ装置に関するID情報、及び前記信号を再送するサブフレームの位
置情報のうちの１つ又は複数に関する、装置。
【請求項４】
　請求項1に記載の装置であって、
　前記周波数ホッピングパターンは、セル専用又は共通のものである、装置。
【請求項５】
　請求項4に記載の装置であって、
　構成受信ユニットをさらに含み、
　前記構成受信ユニットは、
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2D通信を行う場合、基地局により送信
された、前記信号を最初に送信するリソースを構成するための構成情報を受信し；又は
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを行う場合、前記基
地局により半静的（semi-statically）又は動的に送信された、前記信号を最初に送信す
るリソースを構成するための構成情報を受信するように構成される、装置。
【請求項６】
　請求項1に記載の装置であって、
　前記周波数ホッピングパターンは、ユーザ装置専用のものである、装置。
【請求項７】
　請求項6に記載の装置であって、
　前記リソース確定ユニットは、さらに、
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2D通信を行う場合、前記信号を最初に
送信するリソースをランダムに選択し；又は
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを行う場合、予め確
定されたリソースプールから、前記信号を最初に送信するリソースをランダムに選択する
ように構成される、装置。
【請求項８】
　請求項1に記載の装置であって、
　モード1を採用してD2D通信を行う前記第一ユーザ装置について、前記周波数ホッピング
パターンは、PUSCHホッピング類型1を採用し、又は、PUSCHホッピング類型2を採用し、且
つ前記周波数ホッピングパターンは、セル専用又は共通のものであり、
　モード2を採用してD2D通信を行う前記第一ユーザ装置について、前記周波数ホッピング
パターンは、PUSCHホッピング類型2を採用し、前記周波数ホッピングパターンは、ユーザ
装置専用のものである、装置。
【請求項９】
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　請求項1に記載の装置であって、
　情報送信ユニットをさらに含み、
　前記情報送信ユニットは、前記第二ユーザ装置に、再送用リソースを確定するための指
示情報を送信し、これにより、前記第二ユーザ装置は、前記指示情報に基づいて、再送さ
れた前記信号を受信する、装置。
【請求項１０】
　請求項9に記載の装置であって、
　前記再送用リソースを確定するための指示情報は、前記信号を最初に送信するリソース
の位置情報、前記信号を送信するユーザ装置に関するID情報、及び前記信号を再送するサ
ブフレームの位置情報を含む、装置。
【請求項１１】
　請求項9に記載の装置であって、
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2D通信を行う時に、前記再送用リソー
スを確定するための指示情報は、スケジューリング割り当て情報においてキャリー（carr
y）され；又は
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを行う時に、前記再
送用リソースを確定するための指示情報は、ディスカバリープリアンブル情報においてキ
ャリー（carry）される、装置。
【請求項１２】
　第二ユーザ装置に構成される信号再送装置であって、
　信号受信ユニットを含み、
　前記信号受信ユニットは、第一ユーザ装置により再送された信号を受信し、
　前記信号を再送するリソースは、前記第一ユーザ装置により、前記信号を最初に送信す
るリソースと、周波数ホッピングパターンとに基づいて確定されたものである、装置。
【請求項１３】
　請求項12に記載の装置であって、
　情報受信ユニットをさらに含み、
　前記情報受信ユニットは、前記第一ユーザ装置により送信された、再送用リソースを確
定するための指示情報を受信し、これにより、前記信号受信ユニットは、前記指示情報に
基づいて、再送された前記信号を受信する、装置。
【請求項１４】
　請求項13に記載の装置であって、
　前記再送用リソースを確定するための指示情報は、前記信号を最初に送信するリソース
の位置情報、前記信号を送信するユーザ装置に関するID情報、及び前記信号を再送するサ
ブフレームの位置情報を含む、装置。
【請求項１５】
　請求項13に記載の装置であって、
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2D通信を行う時に、前記再送用リソー
スを確定するための指示情報は、スケジューリング割り当て情報においてキャリー（carr
y）され；又は
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを行う時に、前記再
送用リソースを確定するための指示情報は、ディスカバリープリアンブル情報においてキ
ャリー（carry）される、装置。
【請求項１６】
　請求項12に記載の装置であって、
　前記信号受信ユニットは、DMRS（demodulation　reference　signal）シーケンスを検
出することにより、前記信号が所在するリソースの位置情報を取得し、そして、前記位置
情報に基づいて、再送された前記信号を受信する、装置。
【請求項１７】
　請求項12に記載の装置であって、
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　信号処理ユニットをさらに含み、
　前記信号処理ユニットは、受信された前記信号に対して受信・結合処理（reception　a
nd　combination　processing）を行う、装置。
【請求項１８】
　通信システムであって、
　第一ユーザ装置及び第二ユーザ装置を含み、
　前記第一ユーザ装置は、信号を最初に送信するリソースと、周波数ホッピングパターン
とに基づいて、前記信号を再送するリソースを確定し、そして、確定した前記リソースに
基づいて、前記信号を再送し、
　前記第二ユーザ装置は、前記第一ユーザ装置により再送された前記信号を受信する、通
信システム。
【請求項１９】
　請求項18に記載の通信システムであって、
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置は、D2D通信又はD2Dディスカバリーを行う
、通信システム。
【請求項２０】
　請求項18に記載の通信システムであって、
　基地局をさらに含み、
　前記基地局は、
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2D通信を行う場合、前記第一ユーザ装
置のために、前記信号を最初に送信するリソースを構成し；又は
　前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを行う場合、前記第
一ユーザ装置のために、前記信号を最初に送信するリソースを半静的（semi-statically
）又は動的に構成する、通信システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通信技術分野に関し、特に、信号再送装置、方法及び通信システムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　今のところ、3GPP　RANでは、LTE中で地理的に隣接する装置及び装置間のサービスを評
価するために、LTEシステムにおける装置対装置（D2D、Device　to　Device）に関する問
題についての研究が始まっている。D2Dに関する操作は、D2Dディスカバリー（D2D　Disco
very）及びD2D通信（D2D　Communication）を含んでも良い。
【０００３】
　D2Dディスカバリーでは、ユーザ装置は、構成されているリソースプール（resource　p
ool）から、ディスカバリー信号（discovery　signal）を送信するためのリソースを選択
する。ディスカバリー信号は、少なくともディスカバリーメッセージ（discovery　messa
ge）を含み、且つディスカバリープリアンブル（discovery　preamble）情報を含む可能
性もある。今までの進展によれば、一つのディスカバリー周期（discovery　period）内
でディスカバリーメッセージを繰り返して（重複して）複数回送信することにより、D2D
ディスカバリーのパフォーマンスを向上させることについて言及されている。
【０００４】
　例えば、一つのディスカバリー周期内で、一つのディスカバリー（discovery）MAC（Me
dium　Access　Control）PDU（Protocol　Data　Unit）をキャリー（carry）するディス
カバリーメッセージを繰り返して送信する方式で送信することにより、D2D発見確率を上
げることができる。
【０００５】
　一方、D2Dのもう一つの重要な課題はD2D通信である。今までの議論によれば、D2D送信
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側ユーザ装置は、D2Dブロードキャストデータを送信する時に、複数回再送する方法を採
用して通信品質を向上させることもできる。
【０００６】
　なお、上述の背景技術についての紹介は、本発明の技術案を明確且つ完全に説明し、当
業者がそれを理解しやすいためのものである。これらの技術案は、本発明の背景技術の一
部に記述されているため当業者にとって周知であると解釈すべきではない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　D2Dディスカバリーにおいてディスカバリーメッセージが繰り返して送信される時に、D
2D送信側ユーザ装置が毎回繰り返して送信するためのリソースの選択方法は、規格におい
て明確化される必要がある。今までの議論によれば、次のような２種類の方法が提供され
ており、即ち、（1）送信側ユーザ装置は、ディスカバリーメッセージを繰り返して送信
し得るディスカバリーリソースから、第一のリソースをランダムに選択し、即ち、第一回
送信のためのリソースをランダムに選択し、その他の後続に繰り返して送信するためのリ
ソースは、第一のリソースによって決定され；（2）送信側ユーザ装置は、ディスカバリ
ーリソースから、毎回繰り返して送信するためにリソースをランダムに選択するという２
種類の方法が提供されている。
【０００８】
　しかし、発明者は、次のような問題を発見した。即ち、上述の方法（1）において、後
続に繰り返して送信するためのリソースが第一のリソースのみにより決定されるなら、複
数のD2D送信側ユーザ装置がランダムに選択した第一のリソースが衝突している時に、後
続に繰り返して送信するD2Dディスカバリーメッセージのリソースも衝突し、これにより
、複数のD2Dユーザ装置のディスカバリー信号間の比較的低い衝突確率を保証することが
できない。
【０００９】
　また、上述の方法（2）において、複数の送信側ユーザ装置のディスカバリー信号間的
ランダム化効果が一定程度あるが、受信側ユーザ装置について言えば、複数のディスカバ
リー信号のコピーの結合（combination）を実現するのが難しい。その原因は、受信側ユ
ーザ装置が各ディスカバリー信号のコピーの所在するリソースの位置を知らないため、各
コピーの可能なリソースの位置の仮定のみに基づいて結合を行わなければならないという
ことにある。毎回ディスカバリー信号を送信し得るリソースがN種類あるとすると、繰り
返してM回送信する必要があるとき、受信側ユーザ装置について言えば、最悪の場合、NM

回の試みを行って該ディスカバリー信号を正確にデコーディングすることができる。この
ような、ディスカバリー信号のコピーを送信する度にリソースをランダムに選択する方法
により、受信側ユーザ装置のデコーディング及びデモジュレーションの複雑度がかなり増
加し、消費電力（power　consumption）もそれに伴って増加する。
【００１０】
　よって、D2DディスカバリーにおいてD2Dディスカバリーメッセージが一つのディスカバ
リー周期内で連続又は非連続的に繰り返して送信される時に、研究すべき一つの問題は、
D2D送信側ユーザ装置がディスカバリー信号のコピーを送信するためのリソースの選択問
題であり、即ち、一方では、複数のD2D送信側ユーザ装置がディスカバリー信号を送信す
るときの干渉をランダム化する必要があり、他方では、D2D受信側ユーザ装置の受信複雑
度を低減する必要がある。また、D2D通信では、D2Dディスカバリーにおけるリソースの選
択問題と同様な問題も存在する。
【００１１】
　本発明の実施例は、信号再送装置、方法及び通信システムを提供する。繰り返して送信
する信号が所在するリソースを確定する時に、ユーザ装置間の干渉をできるだけランダム
化することを十分に考慮する必要があると共に、受信側ユーザ装置のブラインド検出の複
雑度をできるだけ低減することも考慮する必要がある。



(6) JP 2017-516355 A 2017.6.15

10

20

30

40

50

【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の実施例の第一側面によれば、信号再送方法が提供され、それは第一ユーザ装置
に用いられ、前記方法は、
　信号を最初に送信するリソースと、周波数ホッピングパターンとに基づいて、前記信号
を再送するリソースを確定し；及び
　確定された前記リソースに基づいて、第二ユーザ装置に前記信号を再送することを含む
。
【００１３】
　本発明の実施例の第二側面によれば、信号再送装置が提供され、それは第一ユーザ装置
に構成され、前記装置は、
　信号を最初に送信するリソースと、周波数ホッピングパターンとに基づいて、前記信号
を再送するリソースを確定するリソース確定ユニット；及び
　前記リソース確定ユニットが確定した前記リソースに基づいて、第二ユーザ装置に前記
信号を再送する信号送信ユニットを含む。
【００１４】
　本発明の実施例の第三側面によれば、信号再送方法が提供され、それは第二ユーザ装置
に用いられ、前記方法は、
　第一ユーザ装置が再送した信号を受信することを含み、そのうち、前記信号を再送する
リソースは、前記第一ユーザ装置により、前記信号を最初に送信するリソースと、周波数
ホッピングパターンとに基づいて確定されるものである。
【００１５】
　本発明の実施例の第四側面によれば、信号再送装置が提供され、それは第二ユーザ装置
に構成され、前記装置は、
　第一ユーザ装置が再送した信号を受信する信号受信ユニットを含み、そのうち、前記信
号を再送するリソースは、前記第一ユーザ装置により、前記信号を最初に送信するリソー
スと、周波数ホッピングパターンとに基づいて確定されるものである。
【００１６】
　本発明の実施例の第五側面によれば、通信システムが提供され、前記通信システムは、
　第一ユーザ装置及び第二ユーザ装置を含み、
　前記第一ユーザ装置は、信号を最初に送信するリソースと、周波数ホッピングパターン
とに基づいて、前記信号を再送するリソースを確定し、そして、確定した前記リソースに
基づいて、前記信号を再送し、
　第二ユーザ装置は、前記第一ユーザ装置が再送した前記信号を受信する。
【００１７】
　本発明の実施例のもう一つの側面によれば、コンピュータ可読プログラムが提供され、
そのうち、ユーザ装置中で前記プログラムを実行する時に、前記プログラムは、コンピュ
ータに、前記ユーザ装置中で上述の信号再送方法を実行させる。
【００１８】
　本発明の実施例のもう一つの側面によれば、コンピュータ可読プログラムを記憶した記
憶媒体が提供され、そのうち、前記コンピュータ可読プログラムは、コンピュータに、ユ
ーザ装置中で上述の信号再送方法を実行させる。
【００１９】
　本発明の実施例の有益な効果は、信号を最初に送信するリソースと、周波数ホッピング
パターンとに基づいて信号を再送するリソースを確定することにより、ユーザ装置間の干
渉をできるだけランダム化することができると共に、受信側ユーザ装置のブラインド検出
の複雑度をできるだけ低減することもできる。
【００２０】
　後述の説明及び図面を参照することで、本発明の特定の実施形態を詳しく開示し、本発
明の原理を採用し得る態様を示す。なお、本発明の実施形態は、範囲上ではこれによって
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限定されない。添付した特許請求の範囲内であれば、本発明の実施形態は、様々な変更、
修正及び代替によるものを含んでも良い。
【００２１】
　また、１つの実施形態について説明した及び／又は示した特徴は、同じ又は類似した方
式で１つ又は複数の他の実施形態に用い、他の実施形態中の特徴と組み合わせ、又は、他
の実施形態中の特徴を置換することもできる。
【００２２】
　なお、「含む／有する」のような用語は、本明細書に使用される時に、特徴、要素、ス
テップ、又は、アセンブルの存在を指すが、１つ又は複数の他の特徴、要素、ステップ、
又は、アセンブリの存在又は付加を排除しないということも指す。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
　以下の図面を参照することで本発明の多くの側面をより良く理解することができる。な
お、図面中の要素は、比例して描かれたものではなく、本発明の原理を示すためだけのも
のである。本発明の一部を便利に説明及び例示するために、図面中の対応する一部は、拡
大又は縮小されることがある。
【００２４】
　また、本発明の１つの図面又は実施方式に記載の要素及び特徴は、１つ又は複数の他の
図面又は実施方式に示す要素及び特徴と組み合わせることができる。さらに、図面では、
類似した符号は幾つかの図面中の対応する要素を示し、また、複数の実施方式に使用され
る対応する要素を示すために用いることもできる。
【図１】本発明の実施例1における信号再送方法のフローチャートである。
【図２】本発明の実施例1における信号送信の一例を示す図である。
【図３】本発明の実施例2における信号再送方法のフローチャートである。
【図４】本発明の実施例3における信号再送装置の構成図である。
【図５】本発明の実施例3におけるユーザ装置のシステム構成図である。
【図６】本発明の実施例4における信号再送装置の構成図である。
【図７】本発明の実施例5における通信システムの構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　添付した図面及び以下の説明を参照することにより、本発明の前述及び他の特徴は明ら
かになる。明細書及び図面では、本発明の特定の実施形態が開示され、それは、本発明の
原理を採用し得る一部の実施形態を示す。理解すべきは、本発明は、記載されている実施
形態に限定されず、添付した特許請求の範囲に属するすべての変更、変形及び代替による
ものも含むということである。以下、図面をもとに本発明の各種の実施例について説明す
る。なお、これらの実施例は例示に過ぎず、本発明を限定するものではない。
【００２６】
　本実施例では、２つのユーザ装置の間で信号の送信又は再送（繰り返して送信するとも
言う）を行い、前記２つのユーザ装置は、D2D通信又はD2Dディスカバリーを行うことがで
きる。なお、本発明はこれに限定されず、例えば、D2D操作を行わない２つのユーザ装置
の間の操作に用いられても良く、即ち、実際の状況に応じて具体的なシナリオを確定して
も良い。以下、D2D通信又はD2Dディスカバリーを行う２つのユーザ装置の間における信号
再送のみ例として、本発明の実施例について説明する。
【実施例１】
【００２７】
　本発明の実施例は信号再送方法を提供し、それは信号送信側としての第一ユーザ装置側
で用いられる。図1は、本発明の実施例における信号再送方法のフローチャートであり、
図1に示すように、前記方法は次のステップを含む。
【００２８】
　ステップ101：第一ユーザ装置は、信号を最初に送信するリソースと、周波数ホッピン
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グパターンとに基づいて、前記信号を再送するリソースを確定し；
　ステップ102：第一ユーザ装置は、確定された前記リソースに基づいて、第二ユーザ装
置に前記信号を再送する。
【００２９】
　本実施例では、該信号は、D2Dディスカバリー時のディスカバリー信号であっても良く
、D2D通信時のデータであっても良く、本発明はこれに限定されない。また、周波数ホッ
ピングパターン（frequency　hopping　pattern）は、予め確定されたものであっても良
く、そのうち、該周波数ホッピングパターンは、セル専用（cell-specific）又はコモン
（common）のものであっても良く、ユーザ装置専用（UE-specific）のものであっても良
く、本発明はこれに限定されない。例えば、該周波数ホッピングパターンはさらに、従来
規格中のPUSCH（PUSCH、Physical　Uplink　Shared　Channel）のホッピング類型であっ
ても良い。周波数ホッピングの具体的な内容については、関連技術を参照することができ
るため、ここではその詳しい説明を省略する。
【００３０】
　ステップ101では、周波数ホッピングパターンは、次のような一つ又は複数のファクタ
ーに関連し、即ち、信号を最初に送信するリソース、それ相応の再送／重複する信号の所
在するサブフレームの番号、及び関連するID情報である。該周波数ホッピングパターン情
報に基づいて、信号を再送するリソースを確定することができる。なお、本発明はこれに
限定されず、即ち、実際の状況に応じて周波数ホッピングパターンに関連するファクター
を確定しても良い。
【００３１】
　例えば、関連するID情報は、全てのユーザ装置のためのコモンのID（common　ID）又は
ユーザ装置専用のIDであっても良く、例えば、cell　IDであっても良く、送信するユーザ
装置のID又はC-RNTI（Cell　Radio　Network　Temporary　Identifier）などであっても
良い。なお、本発明はこれに限定されず、即ち、実際のシナリオに基づいて具体的な情報
を確定しても良い。
【００３２】
　一例では、D2D通信において、第i回の再送に用いるリソース番号は、次の公式（1）又
は（2）で示すことができるが、本発明はこれに限定されない。
【数１】

【００３３】
又は
【数２】

【００３４】
　そのうち、n(0)は、信号を最初に送信するに用いるリソース番号、即ち、最初（開始）
リソースブロック（RB、Resource　Block）を表し；n(i)は、今回の再送の周波数領域上
でのRB最初（開始）位置を表し；f(i,j)は、今回の再送の所在するサブフレームの番号#j
に関する関数であり、f(i,j,ID)は、今回の再送の所在するサブフレームの番号#j及びID
に関する関数であり、例えば、該関数は、初期値がIDにより決定された疑似ランダムシー
ケンスであり；Nは、周波数領域上での可用なリソースの数量、即ち、RBの数量を示し；I
Dは、送信するユーザ装置のIDに関する情報であり、また、該送信UEのモード（例えば、M
ode　1又はMode　2であり、詳細については後述する）に従って、周波数ホッピングパタ
ーンは、cell-specific又はUE-specificの形式であっても良く、即ち、異なるモードの送
信UEが繰り返してD2D信号を送信する時に、各自は、独立した周波数ホッピング類型を採
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用する。
【００３５】
　そのうち、Mode　1の送信UEが採用する周波数ホッピング類型は、基地局（例えば、eNB
）に構成され、また、送信UEは、受信UEに送信するSA（Scheduling　Assignment）にこの
周波数ホッピング類型を含めて受信UEに通知する。これにより、送信UE及び受信UEは、同
じホッピング類型に基づいて、データをそれぞれ送信及び受信する。Mode　2の送信UEは
、自発的に周波数ホッピング類型を選択し、また、受信UEに送信するSAにこの周波数ホッ
ピング類型を含めて受信UEに通知する。
【００３６】
　例えば、送信側ユーザ装置がMode　1を採用する時に、周波数ホッピングパターンはcel
l-specificのものであり、該IDは、該ユーザ装置の所在するサービスセルのID、即ち、ce
ll　ID、又は、D2DブロードキャストIDであっても良い。送信側ユーザ装置がMode　2を採
用する時に、周波数ホッピングパターンは、UE-specificのものであり、該IDは、該ユー
ザ装置に関するID、例えば、C-RNTI、又は、その他の該ユーザ装置を唯一標識し得るIDで
あっても良い。
【００３７】
　よって、従来技術との相違点は、本実施例では、周波数ホッピングパターンに基づいて
、再送するためのリソースを確定することで、ユーザ装置間の干渉をできるだけランダム
化することができ、また、受信側でも周波数ホッピングパターンに基づいて、再送するた
めのリソースを確定し得るため、受信側ユーザ装置のブラインド検出の複雑度をできるだ
け低減することもできるということにある。
【００３８】
　今までのD2D通信の議論によれば、送信側ユーザ装置の角度から言えば、D2D通信リソー
スがeNBにより分配されるか、それとも、UEが自発的に選択するものであるかに基づいて
、D2D通信は、２つのモード、即ち、Mode　1及びMode　2を有する。そのうち、Mode　1の
送信側ユーザ装置について、そのD2D通信に用いるリソースは、eNBにより構成されるもの
であり、Mode　2の送信側ユーザ装置について、そのD2D通信に用いるリソースは、該ユー
ザ装置が自発的に選択するものである。
【００３９】
　また、D2Dディスカバリーについての議論では、D2Dディスカバリーは、２つの類型、即
ち、Type　1　D2D　discovery及びType　2　D2D　discoveryに分けられている。Type　2
　D2D　discoveryについては、さらに、eNBがディスカバリーリソースを割り当てる方式
に基づいて、Type　2A及びType　2Bに分けられている。
【００４０】
　そのうち、Type　1　D2D　discoveryとは、eNBがD2Dディスカバリーのために一つのリ
ソースプールを半静的に割り当てることを指し、このリソースプールは、D2Dユーザ装置
（DUEs）の共通のもの（即ち、common　resource　pool）であり；Type　2A　D2D　disco
veryとは、eNBが毎回のDUEのD2Dディスカバリーのために動的にUE-specificのディスカバ
リーリソースを割り当てることを指し；Type　2B　D2D　discoveryとは、eNBがUE-specif
icのディスカバリーリソースを半静的に割り当てることを指す。
【００４１】
　本実施例では、異なるモードを採用してD2D通信を行う複数の前記第一ユーザ装置につ
いては、周波数ホッピングパターンが異なるものであり、又は、異なる類型を採用してD2
Dディスカバリーを行う複数の前記第一ユーザ装置については、周波数ホッピングパター
ンが異なるものである。即ち、異なるモードの複数の送信UEがD2D通信時に採用する周波
数ホッピングパターンは、互いに独立して構成されるものであり、複数の送信UEが異なる
類型のD2Dディスカバリーを行う時に採用する周波数ホッピングパターンも、互いに独立
して構成されるものである。
【００４２】
　一つの実施方式では、D2D通信のためにMode　1を採用する送信側ユーザ装置は、基地局
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が送信した、信号を最初に送信するためのリソースを構成するための構成情報を受信する
ことができ、該送信側ユーザ装置が採用する周波数ホッピングパターンは、セル専用（ce
ll-specific）又はコモン（common）のものである。また、基地局が構成した周波数ホッ
ピング類型を受信して良く、その後、送信側ユーザ装置は、受信側ユーザ装置に送信する
SAにて、使用する周波数ホッピング類型を指示することができる。
【００４３】
　例えば、eNBが送信信号のリソースを割り当てる時に、複数のユーザ装置間のリソース
は、eNBのスケジューリングによりずらすことができ、これにより、周波数ホッピングパ
ターンは、cell-specific又はcommonのものであっても良い。そのため、eNBは、信号を最
初に送信するに用いるリソースのみ割り当てれば良く、その後、該信号がそのコピーを繰
り返して送信する方式又は再送する方式で複数回送信される場合、コピーを再送するため
のリソースは、信号を最初に送信するためのリソースをもとに、cell-specific（又はcom
mon）の周波数ホッピングパターンに従ってホッピングすることができる。
【００４４】
　このように、eNBは、異なるユーザ装置の信号を最初に送信するためのリソースをずら
すことができ、これにより、該信号を再送する時に、cell-specific（又はcommon）の周
波数ホッピングパターンに基づいて周波数ホッピングを行うことで、複数のユーザ装置の
信号再送に用いるリソースのoverlapの可能性を減らすことができる。
【００４５】
　もう一つの実施方式では、D2D通信中にMode　2を採用する送信側ユーザ装置は、前記信
号を最初に送信するリソースの構成情報を自発的に選択することができ、該送信側ユーザ
装置が採用する周波数ホッピングパターンは、ユーザ装置専用（UE-specific）のもので
ある。また、該送信側ユーザ装置は、使用する周波数ホッピング類型を自発的に選択し、
且つ、受信側ユーザ装置に送信するSA中で、使用する周波数ホッピング類型を指示するこ
とができる。
【００４６】
　例えば、UEが送信信号のリソースを自発的に選択する時に、周波数ホッピングにより複
数のユーザ装置間の干渉のランダム化の効果を達成することができる。主に、選択された
リソースをランダム化することで、干渉のランダム化を実現するため、周波数ホッピング
パターンは、UE-specificのものである。
【００４７】
　ここで、ユーザ装置が自発的に選択した送信信号のリソースが信号伝送のために用いら
れる時に、異なるユーザ装置が自発的に選択した、信号を最初に送信するため（最初送信
用）のリソースの衝突がないことを保証することができない。このような場合、UE-speci
ficの周波数ホッピングパターンにより、異なるユーザ装置の最初送信用のリソースの衝
突が発生しても、後続の再送（繰り返してコピーを送信する）のためのリソースをランダ
ム化することができ、これにより、後続の再送用リソースの衝突の発生確率を低減するこ
とができる。
【００４８】
　もう一つの実施方式では、D2Dディスカバリー中にType　1を採用する送信側ユーザ装置
は、予め設定されたリソースプールから、前記信号を最初に送信するリソースの構成情報
を自発的に選択することができる。そのうち、周波数ホッピングパターンは、ユーザ装置
専用（UE-specific）のものであり、該周波数ホッピング類型は、eNB又は基地局がリソー
スプールを構成する時に一緒に構成することができる。
【００４９】
　もう一つの実施方式では、D2Dディスカバリー中にType　2A又はType　2Bを採用する送
信側ユーザ装置は、基地局が送信した、前記信号を最初に送信するリソースを構成するた
めの構成情報を受信することができる。そのうち、周波数ホッピングパターンは、セル専
用（cell-specific）又はコモン（common）のものであり、該周波数ホッピング類型は、e
NB又は基地局がリソース情報を構成する時に一緒に構成することができる。
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　本実施例では、異なるシナリオについて、異なるホッピング情報を採用して異なる目的
を達成することができる。cell-specific（common）のホッピング情報については、全て
のUEが繰り返して信号を送信する時に、信号再送に用いられるリソースは、コモンのホッ
ピングパターン（hopping　pattern）に従って周波数領域上でのホッピングを行うことが
でき、UE-specificのホッピング情報については、全てのユーザが繰り返して信号を送信
する時に、信号再送に用いられるリソースは、ユーザ専用のホッピングパターンに従って
周波数領域上でのホッピングを行うことができる。
【００５１】
　もう一つの実施方式では、D2D通信中にMode　1を採用する送信側ユーザ装置は、D2Dデ
ータ送信時に、信号再送に用いるリソースと、初期送信に用いるリソースとの間の位置関
係は、従来標準中のPUSCHホッピング方案（又は、ホッピング類型）、即ち、Type　1　PU
SCH　hopping及びType　2　PUSCH　hoppingを採用することができる。
【００５２】
　具体的には、Type　1　PUSCH　hopping類型を採用する時に、eNBが送信した、D2D通信
のための下りリンク制御情報（DCI、Downlink　Control　Information）中の1ビット又は
2ビットのホッピング情報NUL_hopの値及びシステムバンド幅の大小（サイズ）に従って、
又は、eNBが送信した、D2D通信のためのDCI中の1ビット又は2ビットのホッピング情報NUL
_hop及び該D2D通信のために予め構成されたリソースプールの大小（サイズ）に従って、
該送信側ユーザ装置が周波数領域ホッピングを行うホッピングオフセット（hopping　off
set）は、
　　（外１）

　
又は
　　（外２）

　
という３つの値のうちの１つであっても良い。そのうち、
　　（外３）

　
は、従来の標準に定義されている
　　（外４）

　
（該値は、セルラーユーザが上りリンクデータを送信してPUSCH　hoppingを行う時のPUSC
Hのリソースブロックの数量を表す）と異なり、
　　（外５）
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は、D2D通信中でD2Dユーザ装置がD2Dデータを送信する時のPUSCHのリソースブロックの数
量を表し、該値は、予め構成されたリソースプールの大小（サイズ）であっても良い。
【００５３】
　そのうち、eNBは、送信側ユーザ装置のためにリソースを割り当てる時に、シグナリン
グにより、該送信側ユーザ装置がデータを再送又は繰り返して送信するためのホッピング
類型を指示することができる。該送信側ユーザ装置はさらに、該ホッピング類型を受信側
ユーザ装置に送信することができ、例えば、ＳＡ（Scheduling　Assignment）情報により
送信することができる。
【００５４】
　Type　2　PUSCH　hoppingのような方式を採用する時に、後続の再送に用いるリソース
は、初期送信に用いるリソース、及び、予め定義された周波数ホッピング方案（cell-spe
cific又はcommonのもの）により共同で決定される。この時のIDは、cell　ID又はD2Dブロ
ードキャストID情報であっても良い。Type　1　PUSCH　hoppingのような方式を採用する
時に、送信側ユーザ装置の後続の再送に用いるリソースは、eNBが送信側ユーザ装置に送
信したスケジューリング情報（scheduling　grant）から取得されるものであり、受信側
ユーザ装置は、送信側ユーザ装置が送信したSA情報を受信した後に、SA情報から、該送信
側ユーザ装置が再送データを送信するに用いるリソースを取得する。
【００５５】
　もう一つの実施方式では、D2D通信中にMode　2を採用する送信側ユーザ装置がD2Dデー
タを送信する時に、信号再送に用いるリソースと、初期送信に用いるリソースとの間の位
置関係は、従来標準中のType　2　PUSCH　hoppingを採用しても良い。本実施例では、後
続の再送に用いるリソースは、初期送信に用いるリソース、及び、予め定義された周波数
ホッピングパターン集からランダムに選択された一つの周波数ホッピングパターンにより
共同で決定される。そのうち、初期送信に用いるリソース、及び、選択されたホッピング
パターンは、SA情報中で指示されても良い。また、後続の再送に用いるリソースは、初期
送信に用いるリソース、及び、ユーザ専用の周波数ホッピングパターン（UE-specific　f
requency　hopping　pattern）により共同で決定される。そのうち、初期送信に用いるリ
ソース、及び、UE-specificのホッピング方案を決定するUE-specificのID情報は、SA情報
中で指示されても良い。
【００５６】
　図2は、本発明の実施例における信号送信の一例を示す図である。図2に示すように、信
号を最初に送信する時に選択されたリソースは#1であり、その後に該信号を再送する時は
、信号を最初に送信するリソース、及び、周波数ホッピングパターンに基づいて、リソー
ス選択を行うことができる。
【００５７】
　本実施例では、受信側ユーザ装置は、該周波数ホッピングパターンを事前に把握するこ
とができる。該周波数ホッピングパターンに基づいて、再送信号の所在するリソースを確
定することができ、これにより、受信側ユーザ装置のブラインド検出の複雑度をできるだ
け低減することができる。
【００５８】
　具体的には、第一ユーザ装置が第二ユーザ装置に再送用リソースを確定するための指示
情報を送信することにより、第二ユーザ装置は、前記指示情報に基づいて、再送された前
記信号を受信することができる。そのうち、再送用リソースを確定するための指示情報は
、前記信号を最初に送信するためのリソースの位置情報、前記信号を送信するユーザ装置
に関する標識（ID）情報、及び前記信号を再送するサブフレームの位置情報を含む。なお
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、本発明はこれに限定されず、例えば、さらに、幾つかの関連情報を予め定義することに
より、受信側ユーザ装置は、予め定義されたこれらの情報に基づいてブラインド検出を行
うこともできる。
【００５９】
　一つの実施方式では、第一ユーザ装置と第二ユーザ装置とがD2D通信を行う時に、再送
用リソースを確定するための指示情報はSA中でキャリー（Carry）されても良い。
【００６０】
　具体的には、D2D通信中で、D2Dデータ送信前にSAを送信することができ、SAの内容は、
幾つかのD2Dデータのスケジューリング情報を含む。SAには、D2Dデータの初期送信に用い
るリソース位置を指示する情報、送信側ユーザ装置に関する情報、及びD2Dデータを複数
回送信するサブフレーム位置情報が含まれても良い。送信側及び受信側に既知の一つのコ
モン・ルール（即ち、周波数ホッピング方案）を設計することにより、初期送信に用いる
リソース、及び、後続の送信に用いるリソース間の関係を確立することができる。これに
より、SAをデモジュレーションすることで、D2D受信側ユーザ装置は、第一回のD2Dデータ
送信のためのリソース位置を把握することができ、そして、公式（1）又は（2）に基づい
て、後続の信号の再送／重複するリソース位置を計算することができる。
【００６１】
　もう一つの実施方式では、第一ユーザ装置と第二ユーザ装置とがD2Dディスカバリーを
行う時に、再送用リソースを確定するための指示情報は、ディスカバリープリアンブル（
discovery　preamble）中でキャリーされても良い。
【００６２】
　具体的には、D2D通信と異なり、D2Dディスカバリーについては、今のところ、SA送信に
より、D2Dディスカバリーメッセージのリソース位置を指示することがない。しかし、D2D
ディスカバリーでは、D2Dディスカバリーメッセージ送信前に、discovery　preambleを送
信することができ、discovery　preambleは、ディスカバリーメッセージのデモジュレー
ションを助けることができる。Discovery　preambleをデモジュレーションすることによ
り、送信側ユーザ装置IDに関する情報を知ることができ、該情報は、ディスカバリーメッ
セージ伝送のPUSCH信号のUE-specificのscrambling情報をキャリーするために用いられて
も良い。
【００６３】
　D2Dディスカバリーでは、一つのディスカバリーメッセージがm個（固定数量）のPRBを
占用し、構成されたリソースプールが周波数領域上でM個のPRBを含む時に、トータルでN=
M／m個のリソースユニット情報がある。この時に、公式（1）又は（2）中のn(i)は、今回
の再送の周波数領域上でのRB開始位置を表すことができ、又は、周波数領域リソースユニ
ットの番号を表すことができる。
【００６４】
　上述の実施例から分かるように、信号を最初に送信するリソース及び周波数ホッピング
パターンに基づいて、信号再送用のリソースを確定することにより、ユーザ装置間の干渉
をできるだけランダム化することができるのみならず、受信側ユーザ装置のブラインド検
出の複雑度をできるだけ低減することもできる。
【実施例２】
【００６５】
　本発明の実施例は信号再送方法を提供し、それは、信号受信側としての第二ユーザ装置
に用いられ、実施例1と同じ内容の記載は省略される。図3は、本発明の実施例における信
号再送方法のフローチャートである。図3に示すように、前記方法は次のステップを含む
。
【００６６】
　ステップ301：第二ユーザ装置は、第一ユーザ装置が再送した信号を受信し；そのうち
、前記信号を再送するリソースは、第一ユーザ装置が、前記信号を最初に送信するリソー
ス、及び、周波数ホッピングパターンに基づいて確定したものである。
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【００６７】
　図3に示すように、前記方法はさらに次のステップを含んでも良く、即ち、
　ステップ302：第二ユーザ装置は、受信した前記信号に対して受信・結合処理を行う。
具体的に如何に結合を行うかについては、従来技術のうちの任意の関連方法を採用しても
良いため、ここではその詳しい説明を省略する。
【００６８】
　本実施例では、第二ユーザ装置は、第一ユーザ装置が送信した、再送用リソースを確定
するための指示情報を受信することができる。これにより、第二ユーザ装置は、前記指示
情報に基づいて、再送された前記信号を受信することができる。そのうち、再送用リソー
スを確定するための指示情報は、前記信号を最初に送信するリソースの位置情報、前記信
号を送信するユーザ装置に関する標識情報、及び前記信号を再送するサブフレームの位置
情報を含んでも良い。なお、本発明はこれに限定されず、例えば、第二ユーザ装置はさら
に、ブラインド検出により前記信号を受信することもできる。
【００６９】
　一つの実施方式では、第一ユーザ装置及び第二ユーザ装置がD2D通信を行う時に、再送
用リソースを確定するための指示情報は、SA中でキャリーされても良い。
【００７０】
　もう一つの実施方式では、第一ユーザ装置及び第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを
行う時に、再送用リソースを確定するための指示情報は、ディスカバリープリアンブル情
報中でキャリーされても良い。前記指示情報を得た後に、ユーザ装置は、例えば公式（1
）又は（2）の方案を用いて、再送された前記信号の所在するリソース位置を確定するこ
とができる。
【００７１】
　例えば、第二ユーザ装置は、全ての可能なサブフレーム中でdiscovery　preambleをブ
ラインド検出し、正確に検出できたら、例えば公式（1）又は（2）に従って、後続のディ
スカバリーメッセージの再送／重複する周波数領域上での位置を取得し、そして、受信・
結合（例えば、ソフト合併）を行うことができる。そのうち、公式（1）又は（2）中のID
情報は、該discovery　preambleから得ることができる。
【００７２】
　もう一つの実施方式では、第一ユーザ装置及び第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを
行う時に、discovery　preambleが存在しない。第二ユーザ装置は、全ての可能な初期送
信のD2Dディスカバリーメッセージのサブフレーム位置においてブラインド検出を行い、
デモジュレーション参照信号（DMRS、Demodulation　Reference　Signal）シーケンスを
検出することにより、送信メッセージが存在するかを判断し、且つ、該初期送信のD2Dデ
ィスカバリーメッセージの周波数領域上での位置を確定し、即ち、公式（1）又は（2）の
n(0)を確定することができる。該仮定に基づいて、後続のD2Dディスカバリーメッセージ
の再送／重複をデモジュレーションし、そして、受信・結合を行い、このような処理を、
D2Dディスカバリーメッセージを正確にデモジュレーションできるまで繰り返して行うこ
とができる。そのうち、公式（1）又は（2）中のID情報は、初期送信のD2Dディスカバリ
ーメッセージのDMRSシーケンスから得ることができ、又は、予め定義されたID情報（例え
ば、複数のIDを予め定義しても良い）であっても良い。
【００７３】
　上述の実施例から分かるように、信号を最初に送信するリソース及び周波数ホッピング
パターンに基づいて再送信号のリソースを確定することにより、ユーザ装置間の干渉をで
きるだけランダム化することができるのみならず、受信側ユーザ装置のブラインド検出の
複雑度をできるだけ低減することもできる。
【実施例３】
【００７４】
　本発明の実施例は信号再送装置を提供し、それは第一ユーザ装置に構成される。本発明
の実施例は実施例1の信号再送方法に対応し、同じ内容の記載は省略される。
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【００７５】
　図4は、本発明の実施例における信号再送装置の構成図である。図4に示すように、信号
再送装置400は、リソース確定ユニット401及び信号送信ユニット402を含む。そのうち、
リソース確定ユニット401は、信号を最初に送信するリソース及び周波数ホッピングパタ
ーンに基づいて、前記信号を再送するリソースを確定し、信号送信ユニット402は、前記
リソース確定ユニット401が確定したリソースに基づいて、第二ユーザ装置に前記信号を
再送する。
【００７６】
　本実施例では、異なるモードを採用してD2D通信を行う複数の前記第一ユーザ装置につ
いては、前記周波数ホッピングパターンが異なるものであり、又は、異なる類型を採用し
てD2Dディスカバリーを行う複数の前記第一ユーザ装置にていては、前記周波数ホッピン
グパターンも異なるものである。周波数ホッピングパターンは、セル専用のものであって
も良く、ユーザ装置専用のものであっても良い。
【００７７】
　一つの実施方式では、図4に示すように、信号再送装置400はさらに、構成受信ユニット
403を含んでも良く、それは、前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2D通信を行
う場合、基地局が送信した、信号を最初に送信するリソースを構成するための構成情報を
受信し、或いは、前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを行
う場合、基地局が半静的又は動的に送信した、信号を最初に送信するリソースを構成する
ための構成情報を受信する。
【００７８】
　もう一つの実施方式では、リソース確定ユニット401はさらに、前記第一ユーザ装置及
び前記第二ユーザ装置がD2D通信を行う場合、信号を最初に送信するリソースをランダム
に選択し、或いは、前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを
行う場合、予め確定されたリソースプールから、信号を最初に送信するリソースをランダ
ムに選択する。
【００７９】
　もう一つの実施方式では、前記周波数ホッピングパターンは、PUSCHホッピング類型情
報であっても良い。
【００８０】
　もう一つの実施方式では、図4に示すように、信号再送装置400はさらに情報送信ユニッ
ト404を含んでも良く、それは、前記第二ユーザ装置に、再送用リソースを確定するため
の指示情報を送信し、これにより、前記第二ユーザ装置は、前記指示情報に基づいて再送
の前記信号を受信することができる。
【００８１】
　そのうち、再送用リソースを確定するための指示情報は、信号を最初に送信するリソー
スの位置情報、前記信号を送信するユーザ装置に関する標識情報、及び前記信号を再送す
るサブフレームの位置情報を含んでも良い。なお、本発明はこれに限定されない。
【００８２】
　本実施例では、前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2D通信を行う時に、再
送用リソース確定用の指示情報は、スケジューリング割り当て情報中でキャリーされても
良く、又は、前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを行う時
に、再送用リソース確定用の指示情報は、ディスカバリープリアンブル情報中でキャリー
されても良い。
【００８３】
　本発明の実施例はさらにユーザ装置を提供し、それは、上述の信号再送装置400を含む
。
【００８４】
　図5は、本発明の実施例におけるユーザ装置500のシステム構成図である。図5に示すよ
うに、該ユーザ装置500は、中央処理装置100及び記憶器140を含んでも良く、記憶器140は
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、中央処理装置100に結合される。なお、該図は例示に過ぎず、他の類型の構造を用いて
該構造に対して補充又は代替を行うことで、電気通信機能又は他の機能を実現することも
できる。
【００８５】
　一つの実施方式では、信号再送装置400の機能は中央処理装置100に統合することができ
る。そのうち、中央処理装置100は、実施例1に記載の信号再送方法を実現するように構成
されても良い。
【００８６】
　もう一つの実施方式では、信号再送装置400は中央処理装置100と別々で構成されても良
く、例えば、信号再送装置400は、中央処理装置100に接続されるチップとして構成さても
良く、中央処理装置の制御により信号再送装置400の機能を実現することができる。
【００８７】
　図5に示すように、該ユーザ装置500はさらに、通信モジュール110、入力ユニット120、
音声処理ユニット130、表示器160及び電源170を含んでも良い。なお、ユーザ装置500は必
ずしも図5に示している全ての部品を含む必要がない。また、ユーザ装置500はさらに図5
に示していない他の部品を含んでも良く、これについては従来技術を参照することができ
る。
【００８８】
　図5に示すように、中央処理装置100は制御器又は操作コントローラと称される場合もあ
り、マイクロプロセッサー又はその他の処理装置和／又は論理装置を含んでも良く、該中
央処理装置100は、入力を受信し、ユーザ装置500の各部品の操作を制御することができる
。
【００８９】
　そのうち、記憶器140は、例えば、バッファ、フレッシュメモリ、HDD、移動可能な媒体
、揮発性記憶器、不揮発性記憶器又は他の適切な装置のうちの一つ又は複数であっても良
く、上述のような情報を記憶することができ、情報処理用のプログラムを記憶することも
できる。中央処理装置100は該記憶器140に記憶されている該プログラムを実行することで
、情報の記憶又は処理などを実現することができる。他の部品の機能は従来と類似したた
め、ここではその詳しい説明を省略する。また、ユーザ装置500の各部品は、専用ハード
ウェア、ファームウェア、ソフトウェア又はその組み合わせにより実現することができ、
これらもすべて本発明の範囲に属する。
【００９０】
　上述の実施例から分かるように、信号を最初に送信するリソース及び周波数ホッピング
パターンに基づいて再送信号のリソースを確定することで、ユーザ装置間の干渉をできる
だけランダム化することができると共に、受信側ユーザ装置のブラインド検出の複雑度を
できるだけ低減することもできる。
【実施例４】
【００９１】
　本発明の実施例は信号再送装置を提供し、それは第二ユーザ装置に構成される。本発明
の実施例は実施例2の信号再送方法に対応し、同じ内容の記載は省略される。
【００９２】
　図6は、本発明の実施例における信号再送装置の構成図である。図6に示すように、信号
再送装置600は信号受信ユニット601を含み、それは第一ユーザ装置が再送した信号を受信
し、そのうち、前記信号を再送するリソースは、前記第一ユーザ装置が、信号を最初に送
信するリソース、及び、周波数ホッピングパターンに基づいて確定したものである。
【００９３】
　図6に示すように、前記信号再送装置600はさら信号処理ユニット602を含んでも良く、
それは、受信された前記信号に対して受信・結合の処理を行う。
【００９４】
　一つの実施方式では、図6に示すように、前記信号再送装置600はさらに情報受信ユニッ
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ト603を含んでも良く、それは、前記第一ユーザ装置が送信した、再送用リソースを確定
するための指示情報を受信し、これにより、前記信号受信ユニットは、前記指示情報に基
づいて、再送された前記信号を受信することができる。
【００９５】
　そのうち、再送用リソースを確定するための指示情報は、信号を最初に送信するリソー
スの位置情報、前記信号を送信するユーザ装置に関する標識情報、及び、前記信号を再送
するサブフレームの位置情報を含む。なお、本発明はこれに限定されない。
【００９６】
　本実施例では、前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2D通信を行う時に、再
送用リソース確定用の指示情報は、スケジューリング分配情報においてキャリーされ、或
いは、前記第一ユーザ装置及び前記第二ユーザ装置がD2Dディスカバリーを行う時に、再
送用リソース確定用の指示情報は、ディスカバリープリアンブル情報においてキャリーさ
れる。
【００９７】
　もう一つの実施方式では、前記信号受信ユニット601は、DMRSシーケンスを検出するこ
とにより、前記信号の所在するリソースの位置情報を取得し、そして、前記位置情報に基
づいて、再送された前記信号を受信する。
【００９８】
　本発明の実施例はさらにユーザ装置を提供し、それは上述の信号再送装置600を含み、
該ユーザ装置に関する構成については、図5を参照することができる。
【００９９】
　上述の実施例から分かるように、信号を最初に送信するリソース及び周波数ホッピング
パターンに基づいて再送信号のリソースを確定することにより、ユーザ装置間の干渉をで
きるだけランダム化することができるのみならず、受信側ユーザ装置のブラインド検出の
複雑度をできるだけ低減することもできる。
【実施例５】
【０１００】
　本発明の実施例は通信システムを提供し、実施例1～4と同じ内容の記載は省略される。
【０１０１】
　図7は、本発明の実施例における通信システムの構成図である。図7に示すように、前記
通信システム700は、第一ユーザ装置701及び第二ユーザ装置702を含む。そのうち、第一
ユーザ装置701は、信号を最初に送信するリソース及び周波数ホッピングパターンに基づ
いて、前記信号を再送するリソースを確定し、そして、確定したリソースに基づいて前記
信号を再送し、第二ユーザ装置702は、前記第一ユーザ装置701が再送した前記信号を受信
する。
【０１０２】
　本実施例では、前記第一ユーザ装置701及び前記第二ユーザ装置702は、D2D通信又はD2D
ディスカバリーを行えるが、本発明は、これに限定されない。
【０１０３】
　一つの実施方式では、図7に示すように、前記通信システム700はさらに基地局703を含
んでも良く、それは、前記第一ユーザ装置701及び前記第二ユーザ装置702がD2D通信を行
う場合、前記第一ユーザ装置701のために、信号を最初に送信するリソースを構成し、或
いは、前記第一ユーザ装置701及び前記第二ユーザ装置702がD2Dディスカバリーを行う場
合、前記第一ユーザ装置701のために、信号を最初に送信するリソースを半静的又は動的
に構成することができる。
【０１０４】
　そのうち、前記周波数ホッピングパターンは、ユーザ装置専用（UE-specific）のもの
であっても良く、或いは、セル専用（cell-specific）又はコモン（common）のものであ
っても良い。
【０１０５】
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　本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを提供し、そのうち、ユーザ装置
中で前記プログラムを実行する時に、前記プログラムは、コンピュータに、前記ユーザ装
置中で、実施例1又は2に記載の信号再送方法を実行させる。
【０１０６】
　本発明の実施例はさらにコンピュータ可読プログラムを記憶した記憶媒体を提供し、そ
のうち、前記コンピュータ可読プログラムは、コンピュータに、ユーザ装置中で実施例1
又は2に記載の信号再送方法を実行させる。
【０１０７】
　本発明の以上の装置及び方法は、ハードウェアにより実現されても良く、ハードウェア
とソフトウェアとの組み合わせにより実現されても良い。本発明は更に下記のようなコン
ピュータ読み取り可能なプログラムに関し、即ち、該プログラムは、ロジック部品により
実行される時に、該ロジック部品に、上述の装置又は構成部品を実現させ、又は、該ロジ
ック部品に、上述の各種の方法又はステップを実現させる。本発明は更に、上述のプログ
ラムを記憶した記憶媒体、例えば、ハードディスク、磁気ディスク、光ハードディスク、
DVD、flashメモリなどにも関する。
【０１０８】
　また、図面に記載の機能ブロックのうちの一つ又は複数及び／又はその機能ブロックの
一つ又は複数の組み合わせは、本発明に記載の前記機能を実行するための汎用処理装置、
デジタル信号処理装置（DSP）、専用集積回路（ASIC）、FPGA（field-programmable　gat
e　array）又は他のプログラマブル論理素子、論理ゲート又はトランジスタ論理素子、ハ
ードウェアアセンブリ又は他の任意の適切な組み合わせとして実現されても良い。また、
図面に記載の機能ブロックのうちの一つ又は複数及び／又はその機能ブロックの一つ又は
複数の組み合わせは、計算装置の組み合わせ、例えば、DSPとマイクロプロセッサーとの
組み合わせ、複数のマイクロプロセッサー、DSPと通信可能に接続される一つ又は複数の
マイクロプロセッサー又は任意の他の構成として実現されても良い。
【０１０９】
　以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこのような実施形態に限定さ
れず、本発明の趣旨を離脱しない限り、本発明に対するあらゆる変更は本発明の技術的範
囲に属する。
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